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  規　　　　　則  

　次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第43号

　　　次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

　次世代育成支援対策推進法施行令（平成15年政令第372号）第２項の規定により規則で定める次世代育成支援対策

推進法（平成15年法律第120号）第19条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次

の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものと

する。

知事が任命する職員知事

議会の議長が任命する職員議会の議長

選挙管理委員会が任命する職員選挙管理委員会

代表監査委員が任命する職員代表監査委員

人事委員会が任命する職員人事委員会

企業管理者が任命する職員企業管理者

病院事業管理者が任命する職員病院事業管理者
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　　　附　則

　この規則は、平成17年４月１日から施行する。

  告　　　　示  

山形県告示第443号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の10第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第444号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の５第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

海区漁業調整委員会が任命する職員海区漁業調整委員会

内水面漁場管理委員会が任命する職員内水面漁場管理委員会

指定年月日児童居宅支援の種類事業所の名称及び所在地
指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成16. 2.25児童短期入所

知的障害児童短期入所事業

清流園

最上郡戸沢村大字蔵岡字上

ノ山3718番地

社会福祉法人清流会

最上郡戸沢村大字蔵岡字上

ノ山3718番地

平成16. 3. 8児童居宅介護

ヘルパーステーションそよ

風

鶴岡市大字下川字東海林場

358番地193

有限会社そよ風

鶴岡市大字下川字東海林場

358番地193

平成16. 3.24児童居宅介護

株式会社コムスン上山北ケ

アセンター

上山市金谷字八反田399番地

１

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10

番１号六本木ヒルズ森タ

ワー

平成16. 3.24児童居宅介護

株式会社コムスン江俣ケア

センター

山形市江俣四丁目11番14号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10

番１号六本木ヒルズ森タ

ワー

平成16. 3.25児童短期入所

児童短期入所事業所新生園

尾花沢市大字萩袋911番地の

１

社会福祉法人徳良会

尾花沢市新町三丁目２番21

号

平成16. 3.25児童短期入所

指定児童短期入所事業所た

ぶの木学園

酒田市宮野浦三丁目21番24

号

社会福祉法人光風会

酒田市宮野浦三丁目20番１

号
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山形県告示第445号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第446号

　飯豊町から土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の２第１項の規定により協議のあった土地改良事業の施行

について、同条第５項において準用する同法第８条第１項の規定により平成16年３月29日その協議を適当と決定し

たので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　縦覧に供する書類の名称

　　土地改良事業計画書の写し（中地区）

２　縦覧に供する場所

　　飯豊町役場

３　縦覧に供する期間

　　平成16年４月13日から同年５月17日まで

４　そ の 他

　この告示に係る決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に申し出

ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

指 定 年 月 日
知 的 障 害 者

居宅支援の種類
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成16. 3.29知的障害者居宅介護

株式会社コムスン上山北ケアセ

ンター

上山市金谷字八反田399番地１

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番１

号

平成16. 3.29知的障害者居宅介護

株式会社コムスン江俣ケアセン

ター

山形市江俣四丁目11番14号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番１

号

平成16. 3.29
知的障害者デイサー

ビス

みらいず

酒田市下安町３番地の５

特定非営利活動法人　みらいず

酒田市下安町３番地の５

平成16. 3.16知的障害者短期入所

希望ヶ丘ひめゆり寮指定短期入

所事業所

東置賜郡川西町大字下小松2045

番地の20

社会福祉法人山形県社会福祉事

業団

山形市緑町一丁目９番30号

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成16．3.23訪 問 介 護

株式会社コムスン江俣ケアセンター

山形市江俣四丁目11番14号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号

同訪 問 介 護

ＪＡみちのく村山指定訪問介護事業所

村山市楯岡十日町６番35号

みちのく村山農業協同組合

村山市楯岡北町一丁目１番１

号
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山形県告示第447号

　河川法（昭和39年法律第167号）第６条第１項第３号の規定による河川区域の指定を次のとおり変更する。

　なお、当該変更に係る関係図面は、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部建設総務課において縦覧に供す

る。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第448号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年12月17日　　指令庄総建第61号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　東田川郡羽黒町大字川代字川代山558－１、558－２、558－３、558－４、558－５、559、560－１、560－２、

560－３、561－１、561－２、561－３、562－１、562－３、562－４、1241、1242、1243、1244、245－１、1306

－１、1307、1308－１、1309－１、1310

３　許可を受けた者の所在地及び名称

　　東田川郡羽黒町大字荒川字前田元89

　　羽黒町土地開発公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第449号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月６日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「

　別表第６中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

変　更　年　月　日

指　　　　　定　　　　　区　　　　　域

河 川 名水 系 名

変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成16年３月30日

別紙図面（変更後）に薄赤

色で着色した部分に該当

する土地の区域のうち、

河川法第６条第１項第１

号及び第２号の区域以外

の区域（別紙図面は、省

略）

別紙図面（変更前）に薄赤

色で着色した部分に該当

する土地の区域のうち、

河川法第６条第１項第１

号及び第２号の区域以外

の区域（別紙図面は、省

略）

馬見ヶ崎川最 上 川

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　大字本合

海172番地

　 〃 　

　　　本合海支所

　 〃 　　 〃 　
萩野農業協同組

合　　　　本所

　〃　大字泉田

字泉田２番地

萩野農業協同組合

　　　　　　本所

　 〃 　　 〃 　
新庄昭和農業協

同組合　　本所

　〃　大字昭和

609番地

新庄昭和農業協同

組合　　　　本所
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　 〃 　　 〃 　
舟形町農業協同

組合　　　本所

最上郡舟形町舟

形273番地の１

舟形町農業協同組

合　　　　　本所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　堀

内40番地の２

　 〃 　

　　　　堀内支所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　長

沢1851番地の１

　 〃 　

　　　　長沢支所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　大字本合

海172番地

　 〃 　

　　　本合海支所

　 〃 　　 〃 　
新庄もがみ農業

協同組合　本店

　〃　大字鳥越
字南 沢山 神沢
2080

新庄もがみ農業協

同組合　　　本店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　大字泉田

字泉田２番地

　 〃 　

　　　　萩野支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　大字昭和

609番地の２

　 〃 　

　　　　昭和支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
最上郡舟形町舟

形273番地の１

　 〃 　

　　　　舟形支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　堀

内40番地の２

　 〃 　

　　　　堀内支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　長

沢1851番地の１

　 〃 　

　　　　長沢支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　最上町大

字向町633番地

　 〃 　

　　　　最上支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大
字富沢1356番地
の１

　 〃 　

　　　　富沢支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大

字志茂311番地

　 〃 　

　　　　大堀支店

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大

字月楯317番地

　 〃 　

　　　　月楯支店

株式会社
金山支店

荘内銀行　　　　

金山農業協同組

合　　　　本所

　〃　金山町大
字金山456番地
の30

金山農業協同組合

　　　　　　本所

　 〃 　
もがみ町

　　　　支　　店

最上町農業協同

組合　　　本所

　〃　最上町大

字向町633番地

最上町農業協同組

合　　　　　本所
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、平成16年４月１日から適用する。

株式会社
金山支店

荘内銀行　　　　

金山農業協同組

合　　　　本所

　〃　金山町大
字金山456番地
の30

金山農業協同組合

　　　　　　本所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大

字富沢1181番地

　 〃 　

　　　　富沢支所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大

字志茂311番地

　 〃 　

　　　　大堀支所

　 〃 　　 〃 　　〃　　〃　
　〃　　〃　大

字月楯330番地

　 〃 　

　　　　月楯支所
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電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成16年４月６日印刷

平成16年４月６日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

印刷所
印刷者  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  


